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市からの連絡帳

建市民相談室（田無庁舎２階）
※市　HP でダウンロード可
□出願書提出場所　教育企画課
□受付期間　４月１日昇～３０日昌
※郵送不可
□応募資格　
①出願書類を提出する日の６か月前
から引き続き市内に住んでいる方に
扶養されていること（地方の高等学
校などに在学している自宅外通学者
も可）
②経済的理由により修学が困難であ
ること
③学校教育法に規定する高等学校、
中等教育学校の後期課程、高等専門
学校（１～３年生）、専修学校（高等
課程）に在学し、成績が優秀である
こと
④同種の奨学金を受けていないこと
（貸付制度による奨学金を除く）
□支給金額　９，６００円（月額）
□必要書類　①奨学生出願書などの
書類　②平成１９年度の学業成績証明
書　③平成１９年の家庭の経済状態を
証する書類（源泉徴収票な

ど）
◆教育企画課 　保 （札４３８－４０７０）

 ごみ・環境 

■集団回収意見交換会と申請受付
　資源化の意識を高め、地域のコミ
ュニケーションを深めていただくた
め、団体による古紙・古布の集団回
収奨励金を交付しています。
　年１回の意見交換会と平成１９年度
下半期の申請受付を開催します。
　奨励金は申請がなければ交付され
ませんので、注意してください。
□意見交換会
　時 ４月７日捷 午後２時～４時
　場 保谷こもれびホール　
　申 ①保谷庁舎
　４月７日捷～１５日昇
　午前８時３０分～午後５時
　②田無庁舎
　４月９日昌～１１日晶
　午前９時３０分～午後４時３０分
※土・日曜日は除きます。
◆ごみ減量推進課 　保 （札４３８－４０４３）

■分別収集計画を定めました
　容器包装に係る分別収集及び再商
品化の促進等に関する法律（容器包
装リサイクル法）に基づき、市では
分別収集計画を定めました。
　この計画は、平成７年６月に制定
された容器包装リサイクル法に基づ
き、５年を１期とし３年ごとに見直
す計画で、市が事前に容器包装廃棄
物の排出量や種類等基本的な事項を
定めたものです。今回の計画期間
は、第５期(平成２０～２４年度)です。
　詳細は、市　HP や情報公開コーナー
でご覧ください。
◆ごみ減量推進課 　保 （札４３８－４０４３）

■ごみの市指定収集袋について
　ごみの減量・資源化に、市民の皆
さんのご協力をいただきありがとう
ございます。
　市の指定収集袋は、可燃ごみと不
燃ごみ兼用袋（黄色）とプラスチッ
ク容器包装類専用袋（ピンク色）が
ありますので、ごみ出し時に間違え
ないようにしてください。

　なお、視覚障害の方に配慮し、プ
ラスチック容器包装類の指定収集袋
の片側には、縦にエンボス（凸凹）
加工がしてあり、手で触ると可燃・
不燃ごみ兼用袋と区別ができるよう
になっています。記入欄には、割れ
たガラスなどを出す際に「危険」表
示などの記入に利用してください。
◆ごみ減量推進課 　保 （札４３８－４０４３）

■市指定収集袋等取扱店の　
追加募集
　１月から、指定収集袋による有料
収集を実施していますが、市民の購
入の利便性を図るため、「西東京市
指定収集袋」と「西東京市粗大ごみ
処理シール」の取り扱い店を、追加
募集します。
　説明会を開催しますので、希望者
はご参加ください。
　時 ４月２２日昇 午後２時から
　場 保谷庁舎
□募集店数　約４０店
□要件　広く市民に販売ができる店
舗であること
◆ごみ減量推進課 　保 （札４３８－４０４３）

 防災 

■火災発生時のサイレン吹鳴
　市内に延焼火災が発生した場合、
市内３か所に設置している火災信号
用のサイレンを吹鳴し、消防団員へ
の周知徹底を図るとともに、市民の
皆さんにお知らせし、注意を喚起す
ることになっています。
　また、火災が発生した場合には、延
焼の有無にかかわらず、消防ポンプ
車がサイレンを鳴らして出場するこ
ととなります。消防団詰所の近隣に
お住まいの方をはじめ、市民の皆さ
んのご理解とご協力をお願いします。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

■消防団新体制の紹介
　西東京市消防団は、４月１日から
消防団長、副団長、１２個分団の分団
長などが入れ替わり、新体制となり
ます。
　団長を中心に、地域防災のリーダ
ーとして、市民の生命と財産を守る
ため、火災や水害の災害出動に加
え、多種多様な訓練、地域警戒、警
護などを行っていきます。

【西東京市消防団】（敬称略）
本　部
　◇団　長　村田恭男
　◇副団長　二上 徹、佐藤満雄、柏

木 勝
分　団（◎－分団長、○－副分団長）
　建第１分団（田無町３－６－２２）

　　◎倉島 智　   ○原 智仁
　建第２分団（向台町３－６－２６）
　　◎野口秀晶　○名古屋繁之
　建第３分団（田無町４－５－１６）
　　◎濱野雅章　○鶴田善徳
　建第４分団（芝久保町３－１－７）
　　◎小林 浩　   ○小栗 仁
　建第５分団（西原町４－５－７６）
　　◎小泉勝己　○下田武司
　建第６分団（谷戸町１－２２－８）
　　◎�橋敏彦　○山� 明
　建第７分団（泉町３－４－３）
　　◎中村利治　○澤畠和雄
　建第８分団（栄町３－３－４）
　　◎本橋竜平　○山下和繁
　建第９分団（東町２－１６－８）
　　◎中村秀作　○本橋栄吉
　建第１０分団（中町５－１１－９）
　　◎都築則幸　○都築敏行
　建第１１分団（富士町４－３１－２２）
　　◎櫻井正行　○志村秀幸
　建第１２分団（柳沢２－７－６）
　　◎脇坂修弘　○松本 勲
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

 家 

■わが家の耐震診断をしよう
　簡易耐震診断を行い、皆さんが抱
える問題に対する指導・助言の無料
相談を行いますので、希望の方は電
話でお申し込みください。
　時 ・　場 　①４月１９日松・保谷庁舎２
階②５月１０日松・田無庁舎１階
いずれも午前９時３０分～午後０時３０
分
※相談時間は１人約４０分
※無料
　定 各回８人
□対象住宅
①市内にある１戸建住宅、２世帯住
宅、店舗兼用住宅で階数が地上２階
建以下の木造軸組在来工法による住
宅
②自ら所有し、かつ住んでいる住宅
③新耐震設計基準（昭和５６年６月１
日施行）以前に建築した住宅
□相談員　西東京・住みよい町をつ
くる会に所属する東京都防災ボラン
ティアに登録されている相談員
　申 都市計画課へ電話で（申込順）
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５１）

■住宅リフォーム
　市内の建築関連事業者で組織する
「西東京市住宅リフォーム斡旋セン
ター」を通して、住宅増改築や修繕、
畳、植木、塗装、屋根など、各種職
人さんをあっせんします。
□受付　都市計画課・午前９時～午
後４時３０分
興住宅増改築相談
　毎月第１金曜日（休日に当たると
きは翌週）午後１時３０分～４時に、
田無庁舎２階・保谷庁舎１階のロビ
ーで行っています。
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５１）

 まちづくり 

■大規模土地取引の前には　
市への届け出が必要です
　４月１日から、良好な住環境を保
全、創出し、人にやさしいまちづく
りを推進するために、人にやさしい
まちづくり条例が施行されました。
　この条例に基づき、７月１日以降
に市内で大規模な土地について売買
などの取引を行う方は、事前に市に
届け出が必要になります。
□届出対象　５，０００平方メートル以上
□取引形態　土地に係る所有権、地
上権、賃借権もしくはその他の土地
の利用に付随する権利またはこれら
の権利の取得を目的とする権利の移
転または設定（対価を得て行われる
移転または設定に限る）を行う契約
（契約予約を含む）
□届出先　取引日の３か月前までに
都市計画課へ
◆都市計画課 　保 （札４３８－４０５１）

■指定管理者がかわります 
～保谷こもれびホ－ル＆スポ
－ツ・運動施設（１２箇所）～
　平成20年度から、保谷こもれびホー
ルと全てのスポーツ・運動施設がそれぞ
れ新たな指定管理者により運営されま
す。期間はともに５年間です。
　指定管理者の変更に伴い、休館日
の縮小などサービス向上が図られま
す。また各種公演や教室など新しい
事業にもご期待ください。
　これからも利用者のニーズに応え
られる施設を目指します。
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）
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■定時チャイム放送時間変更
　毎日午後４時３０分に放送して
いる防災行政無線によるミュー
ジックチャイムの放送時間は、
４月１日～９月３０日まで、午後
５時３０分の放送になります。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

この部分に
エンボス加工
しています。

保谷こもれびホール施設
㈱コンベンションリンケージ

指定管理者４２１－１９１９
http://www.komorebi-hall.jp
定期休館日なし（設備点検な
どによる臨時休館日あり）休    館    日

スポーツ・運動施設（全１２施設）施設
三菱電機ビルテクノサービス㈱

指定管理者 ４２５－０５０５（スポ－ツセンタ－）
http://www.nishitokyo-sports.net

毎月第１火曜日（祝日に当
たるときは翌日）

休館日  （ス
ポーツセン
ター、総合
体育館、き
らっと、武
道場）

一部夜間の時間延長が可能
です。指定管理者にお問い
合わせください。

開館時間の
延長（上記
４施設）


